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会
計
参
与
と
中
小
企
業
の
会
計

五　四　三　二　一

は
じ
め
に

中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針

会
計
参
与
の
設
置

会
計
参
与
の
行
動
指
針

お
わ
り
に
－
今
後
の
検
討
課
題

一
　
は
じ
め
に

松
　
原
　
正
　
至

株
式
会
社
の
計
算
書
類
の
作
成
か
ら
公
告
に
至
る
流
れ
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

株
式
会
社
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
事
業
年
度
に
か
か
る
計
算
書
類
（
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本

等
変
動
計
算
書
お
よ
び
個
別
注
記
表
）
、
事
業
報
告
お
よ
び
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
を
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
（
会
社
四

三
五
条
一
二
一
項
、
計
算
規
則
九
一
条
一
項
）
。
ま
た
、
会
計
監
査
人
設
置
会
社
（
二
条
二
号
）
　
で
は
、
連
結
計
算
書
類
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
　
（
四
四
四
条
一
項
）
。
こ
れ
ら
の
書
類
を
作
成
す
る
の
は
、
計
算
書
類
を
作
成
す
る
職
務
を
担
当
す
る
取
締
役
（
委
員
会

設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
会
が
選
定
し
た
執
行
役
）
　
で
あ
る
が
、
会
計
参
与
設
置
会
社
（
二
条
八
号
）
　
に
お
い
て
は
、
計
算
書
類

（
作
成
さ
れ
る
場
合
に
は
臨
時
計
算
書
類
（
四
四
一
条
）
・
連
結
計
算
書
類
を
含
む
）
お
よ
び
そ
の
附
属
明
細
書
（
以
下
、
こ
れ
ら
を
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「
計
算
関
係
書
類
」
　
（
会
社
法
施
行
規
則
二
条
三
項
一
二
号
、
計
算
規
則
二
条
三
項
三
号
）
と
い
う
。
）
　
に
つ
い
て
は
、
右
の
者
と
会
計
参

与
が
共
同
し
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
（
三
七
四
条
一
・
六
項
）
。

つ
ぎ
に
、
作
成
さ
れ
た
計
算
書
類
は
、
監
査
役
（
監
査
の
権
限
が
会
計
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
）
、
監
査
委

員
会
、
会
計
監
査
人
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
よ
る
監
査
を
受
け
る
ほ
か
、
取
締
役
会
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
は
、

取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
（
四
三
六
条
）
。
そ
し
て
、
計
算
書
類
を
株
主
総
会
に
提
出
し
、
承
認
を
受
け
る
（
些
二
八
条
）
。

た
だ
し
、
会
計
監
査
人
設
置
会
社
で
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
（
適
正
意
見
等
が
出
さ
れ
て
い
る
場
合
等
）
　
に
は
、
そ
の

内
容
の
報
告
で
足
り
る
　
（
四
三
九
条
）
。

公
開
会
社
・
非
公
開
会
社
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
採
用
す
る
機
関
設
計
に
か
か
わ
ら
ず
、
株
式
会
社
は
貸
借
対
照
表
（
大
会
社

で
は
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
）
　
の
公
告
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
　
（
四
四
〇
粂
一
項
）
。
そ
の
公
告
方
法
が
官
報
ま
た
は
日
刊

肝
間
紙
に
よ
る
場
合
に
は
、
そ
の
要
旨
を
公
告
す
る
こ
と
で
足
り
る
　
（
同
二
項
）
。
な
お
、
こ
の
要
旨
を
公
開
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

会
社
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
貸
借
対
照
表
の
内
容
で
あ
る
情
報
を
、
定
時
総
会
の
終
結
の
日
後
五
年
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

る
　
（
い
わ
ゆ
る
電
磁
的
公
示
。
同
三
項
、
計
算
規
則
一
七
五
条
）
。
こ
の
場
合
の
公
告
内
容
は
要
旨
で
は
な
く
、
貸
借
対
照
表
そ
の
も
の

で
あ
る
。

計
算
書
類
の
公
告
の
方
法
と
し
て
は
こ
の
よ
う
に
紙
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
、
電
磁
的
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、

定
款
に
よ
り
会
社
の
公
告
方
法
を
電
子
公
告
と
す
る
旨
を
定
め
た
会
社
に
あ
っ
て
は
、
電
子
公
告
の
み
が
公
告
方
法
と
な
る
　
（
九
三
九
条

一
項
三
号
・
三
項
）
。
他
方
、
金
融
商
品
取
引
法
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
株
式
会
社
に
つ
い
て

は
、
決
算
公
告
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
情
報
よ
り
も
さ
ら
に
詳
細
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
決
算
公
告
義
務
は
免
除
さ
れ
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て
い
る
　
（
四
四
〇
条
四
項
）
。

株
式
会
社
で
あ
る
以
上
、
決
算
手
続
の
う
ち
、
作
成
と
　
（
単
な
る
形
式
的
に
せ
よ
）
株
主
総
会
等
の
承
認
は
い
か
な
る
規
模
の
会
社
で

も
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
わ
ゆ
る
中
小
・
零
細
規
模
の
株
式
会
社
が
公
告
義
務
を
果
た
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ

う
。
と
り
わ
け
平
成
一
三
年
の
商
法
改
正
以
前
に
は
公
告
に
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
公
告
義
務
が
守
ら
れ
て
い
な
い
の
が
通
常
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
年
の
改
正
に
よ
っ
て
ウ
ェ
ブ
を
用
い
た
公
告
が
低
コ
ス
ト
で
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
現
在
で

（1）

は
公
告
義
務
は
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
だ
と
認
識
が
改
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

公
告
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
中
小
企
業
に
と
っ
て
も
、
そ
の
作
成
す
る
計
算
関
係
書
類
が
税
務
署
や

銀
行
に
対
し
て
提
示
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
株
主
や
債
権
者
あ
る
い
は
取
引
先
等
に
広
く
公
開
さ
れ
る
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
の
一
助
と
し
て
、
現
在
で
は
、
中
小
企
業
等
が
拠
る
べ
き
会
計
基
準
と
し
て
の
「
中
小
企
業

の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
と
、
計
算
関
係
書
類
の
作
成
を
取
締
役
と
「
共
同
し
て
行
う
」
会
計
参
与
の
制
度
が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

以
下
で
は
こ
れ
ら
の
制
度
に
つ
い
て
の
現
状
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
　
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針

1
．
経
緯

中
小
企
業
が
拠
る
べ
き
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
制
定
以
前
に
お
い
て
以
下
の
三
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
ま
と
め
て
い

（2）た
。①

　
中
小
企
業
庁
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」
　
（
二
〇
〇
二
年
六
月
公
表
、
二
〇
〇
三
年
二
月
改
訂
）
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②
　
日
本
税
理
士
会
連
合
会
「
中
小
会
社
会
計
基
準
」
　
（
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）

③
　
日
本
公
認
会
計
士
協
会
「
中
小
企
業
の
会
計
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
報
告
」
　
（
二
〇
〇
三
年
六
月
）

そ
の
後
、
会
社
法
に
お
い
て
会
計
参
与
の
制
度
の
導
入
が
契
機
と
な
っ
て
、
会
計
専
門
職
で
あ
る
会
計
参
与
が
依
拠
す
べ
き
会
計
指
針

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
指
針
を
統
合
す
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
。
そ
の
た
め
二
〇
〇
五

年
三
月
に
日
本
公
認
会
計
士
協
会
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
、
日
本
商
工
会
議
所
お
よ
び
企
業
会
計
基
準
委
員
会
が
共
同
で
「
「
中
小
企

業
の
会
計
」
　
の
統
合
に
向
け
た
検
討
委
員
会
」
を
設
置
し
、
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
　
（
以
下
、
「
指
針
」
と
い
う
。
）
　
の
策
定

作
業
に
入
り
、
二
〇
〇
五
年
七
月
に
は
公
開
草
案
が
公
表
さ
れ
、
そ
こ
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
て
、
翌
八
月
に
最
終
的
な
報

（3）

告
書
と
し
て
　
「
指
針
」
が
公
表
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
六
年
四
月
に
は
「
指
針
」
　
の
改
正
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
は
、
企
業
会
計
基
準
委
員
会
が
公
表
し
た
各
種
の
企

業
会
計
基
準
な
ら
び
に
会
社
法
お
よ
び
会
社
法
関
係
省
令
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
上
述
の
四
団
体
に
加
え
中
小
企
業
庁
も
オ
ブ
ザ
ー

（4）

バ
ー
と
し
て
参
加
し
た
検
討
委
員
会
で
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
改
正
を
踏
ま
え
た
「
指
針
」
　
の
位
置
づ
け
を
紹
介
す

る
た
め
に
、
総
論
部
分
に
つ
い
て
述
べ
る
。

2
．
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
総
論

の
　
目
的

「
指
針
」
　
の
目
的
は
「
中
小
企
業
が
、
計
算
書
類
の
作
成
に
当
た
り
、
拠
る
こ
と
が
望
ま
し
い
会
計
処
理
や
注
記
等
を
示
す
も
の
」
　
で

あ
る
。
ま
た
、
会
計
参
与
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
「
と
り
わ
け
会
計
参
与
が
取
締
役
と
共
同
し
て
計
算
書
類
を
作
成
す
る
に

当
た
っ
て
拠
る
こ
と
が
適
当
な
会
計
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
」
　
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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∽
　
対
象

指
針
の
適
用
対
象
と
し
て
、
次
の
も
の
を
除
く
株
式
会
社
と
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
会
社
を
「
指
針
」
　
で
は
中
小
企
業
と
し
て
い

る
。①

　
証
券
取
引
法
（
現
在
は
金
融
商
品
取
引
法
に
名
称
変
更
）
　
の
適
用
を
受
け
る
会
社
な
ら
び
に
そ
の
子
会
社
お
よ
び
関
連
会
社

②
　
会
計
監
査
人
を
設
置
す
る
会
社
（
大
会
社
以
外
で
任
意
で
会
計
監
査
人
を
設
置
す
る
株
式
会
社
を
含
む
。
）
　
お
よ
び
そ
の
子
会
社

こ
れ
ら
の
株
式
会
社
は
、
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
る
た
め
、
会
計
基
準
に
基
づ
き
計
算
書
類
（
財
務
諸
表
）
を

作
成
す
る
こ
と
か
ら
、
指
針
の
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
特
例
有
限
会
社
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
ま
た
は
合
同
会
社
に
つ
い

て
も
、
計
算
書
類
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
指
針
に
拠
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

㈲
　
「
指
針
」
の
作
成
に
当
た
っ
て
の
方
針

企
業
の
提
供
す
る
会
計
情
報
に
は
、
本
来
投
資
家
の
意
思
決
定
を
支
援
す
る
役
割
や
、
利
害
関
係
者
の
利
害
調
整
に
資
す
る
役
割
を
果

た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
た
め
、
投
資
家
と
直
接
的
な
取
引
が
少
な
い
中
小
企
業
で
あ
っ
て
も
、
資
金
調
達
先
の
多
様
化
や
取
引
先

の
拡
大
等
に
伴
っ
て
、
こ
れ
ら
の
役
割
が
会
計
情
報
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
は
、
取
引

の
経
済
実
態
が
同
じ
な
ら
会
計
処
理
も
同
じ
に
な
る
よ
う
、
企
業
の
規
模
に
関
係
な
く
会
計
基
準
が
通
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す

る
。基

本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
ち
な
が
ら
も
、
投
資
の
普
苗
心
決
定
に
対
す
る
役
立
ち
を
重
視
す
る
会
計
基
準
を
一
．
律
に
強
制
適

用
す
る
こ
と
が
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
観
点
か
ら
必
ず
し
も
適
切
で
な
く
、
ま
た
、
中
小
企
業
の
会
計
情
報
は
配
当
制
限
や
課
税
所

得
計
算
に
よ
り
大
き
な
役
割
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
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加
え
て
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
経
営
者
自
ら
が
企
業
の
経
営
実
態
を
正
確
に
把
握
し
、
適
切
な
経
営
管
理
に
資
す
る
こ
と
の
意
義

も
、
会
計
情
報
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と
し
て
大
き
い
も
の
が
あ
り
、
本
「
指
針
」
は
そ
の
点
も
考
慮
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

会
計
処
理
の
簡
便
化
や
法
人
税
法
で
規
定
す
る
処
理
の
適
用
が
、
〓
疋
の
場
合
に
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
．
る
。

三
　
会
計
参
与
の
設
置

会
社
法
は
会
計
参
与
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。
会
計
参
与
は
、
取
締
役
（
委
員
会
設
置
会
社
で
は
執
行
役
）
と
共
同
し
て
、
計
算
関
係

書
類
を
作
成
す
る
者
で
あ
る
。
委
員
会
設
置
会
社
を
除
い
た
取
締
役
会
設
置
会
社
は
、
監
査
役
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
非
公

開
会
社
で
あ
っ
て
会
計
参
与
設
置
会
社
の
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
は
な
い
　
（
三
二
七
条
二
項
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
監
査
役
の

′
設
置
を
免
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

1
．
会
計
参
与
に
期
待
さ
れ
る
役
割
二
一
－
ズ

会
計
参
与
は
、
会
計
に
関
す
る
専
門
的
識
見
を
有
す
る
公
認
会
計
士
　
（
監
査
法
人
を
含
む
）
ま
た
は
税
理
士
　
（
税
理
士
法
人
を
含
む
）

が
、
取
締
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
執
行
役
）
と
共
同
し
て
計
算
関
係
書
類
を
作
成
し
、
当
該
計
算
関
係
書
類
を
会
社
と
は
別

に
備
置
き
・
開
示
す
る
職
務
等
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
中
小
企
業
の
計
算
関
係
書
類
の
記
載
の
正
確
さ
に
対
す
る
信
頼
を
高

（5）

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（6）

新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
六
年
八
月
に
は
「
会
計
参
与
」
を
導
入
し
た
企
業
が
三
〇
〇
社
前
後
に
上
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
す
る
。

こ
こ
で
は
、
「
決
算
に
対
す
る
信
用
が
高
ま
り
、
取
引
や
資
金
調
達
の
条
件
が
有
利
に
な
り
や
す
い
た
め
、
導
入
企
業
は
さ
ら
に
増
え
そ
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（7）

う
だ
」
と
す
る
。

2
．
会
計
参
与
の
職
務
・
権
限

（8）

会
計
参
与
の
主
な
職
務
・
権
限
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
計
算
関
係
書
類
の
取
締
役
等
と
の
共
同
作
成
（
三
七
四
条
一
二
ハ
項
）

②
　
会
計
参
与
報
告
の
作
成
（
三
七
四
条
一
項
）

③
　
株
主
総
会
に
お
け
る
計
算
関
係
書
類
の
説
明
義
務
二
三
一
四
条
）

④
　
計
算
関
係
書
類
の
備
置
き
（
三
七
八
粂
一
項
）

⑤
　
計
算
関
係
書
類
の
株
主
お
よ
び
債
権
者
へ
の
開
示
（
三
七
八
条
二
項
）

⑥
　
会
計
帳
簿
・
資
料
の
閲
覧
・
謄
写
権
（
三
七
四
条
二
項
）

⑦
　
計
算
関
係
書
類
を
承
認
す
る
取
締
役
会
へ
の
出
席
（
三
七
六
条
）

⑧
　
計
算
関
係
書
類
の
作
成
に
つ
ぎ
取
締
役
等
と
意
見
を
異
に
す
る
場
合
に
お
け
る
株
主
総
会
に
お
け
る
意
見
の
陳
述
（
三
七
七
条
一

項
）

⑨
　
会
計
参
与
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
会
社
・
子
会
社
の
業
務
お
よ
び
財
産
の
状
況
の
調
査
権
（
三
七
四
条

三
項
）

⑲
　
株
主
総
会
に
お
け
る
会
計
参
与
の
選
任
等
に
つ
い
て
の
意
見
の
陳
述
（
三
四
五
条
一
項
）

⑪
　
辞
任
し
た
会
計
参
与
に
よ
る
株
主
総
会
に
お
け
る
辞
任
の
理
由
の
陳
述
（
三
四
五
条
二
項
）
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3
．
会
計
参
与
の
設
置
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト

会
計
参
与
は
、
主
と
し
て
中
小
企
業
の
計
算
書
類
の
記
載
の
正
確
さ
に
対
す
る
信
頼
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
る
が
、

（9）

設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

①
　
決
算
の
信
頼
度
が
向
上
す
る

②
　
融
資
が
受
け
や
す
く
な
る

③
　
資
金
繰
り
が
良
く
な
る

④
　
事
業
分
割
が
容
易
に
な
る

⑤
　
経
営
の
ス
ピ
ー
ド
が
高
ま
る

⑥
　
情
報
開
示
が
進
む

⑦
　
取
引
先
の
会
社
に
対
す
る
信
頼
度
が
向
上
す
る

⑧
　
課
税
当
局
の
会
社
に
対
す
る
信
頼
度
が
高
ま
る

⑨
　
監
査
役
の
設
置
が
不
要
に
な
る

⑲
　
会
社
を
よ
り
良
い
条
件
で
譲
渡
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

⑪
　
そ
の
他

・
経
理
部
門
が
強
化
さ
れ
る
。

・
取
締
役
の
株
主
に
対
す
る
説
明
責
任
が
軽
く
な
る
。

・
会
計
参
与
は
計
算
関
係
書
類
を
取
締
役
等
と
は
別
途
保
管
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
取
締
役
等
に
よ
る
虚
偽
記
載
や
改
ざ
ん
の
お

そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
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・
会
社
の
経
営
状
態
が
悪
く
な
っ
た
場
合
、
今
ま
で
よ
り
正
確
に
債
権
者
や
株
主
な
ど
に
会
社
の
状
況
が
伝
わ
る
。

こ
れ
ら
は
主
と
し
て
、
計
算
関
係
書
類
の
信
頼
度
が
向
上
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
メ
リ
ッ
ト
で
あ
り
、
特
に
①
⑤
⑥
⑦
⑧
が
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
③
に
つ
い
て
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
関
連
情
報
が
正
確
か
つ
迅
速
に
入
手
で
き
る
こ
と
の
効
果
で
あ
る
と
さ

れ
、
④
⑲
に
つ
い
て
は
買
収
側
の
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
エ
ン
ス
等
の
財
務
調
査
に
か
か
る
コ
ス
ト
が
低
く
な
る
こ
と
の
効
果
と
し
て
指
摘
さ

（10）

れ
て
お
り
、
や
は
り
計
算
関
係
書
類
の
信
頼
度
の
向
上
が
そ
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
部
の
金
融
機
関
が
、
会
計
参
与
設
置
会
社
に
対
し
て
融
資
の
際
に
優
遇
す
る
制
度
を
導
入
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
②
が

へ
‖
、

達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
金
融
機
関
の
側
か
ら
み
れ
ば
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
の
実
践
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
あ

、にu

ろ
う
が
、
こ
の
優
遇
制
度
が
会
計
参
与
制
度
の
導
入
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
金
融
機
関
の
側
か
ら
融
資
先
企
業

に
対
し
て
、
計
算
関
係
書
類
の
正
確
性
を
確
保
す
る
た
め
に
会
計
参
与
の
設
置
を
要
求
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て

（13）
い
る
。

（14）

な
お
、
「
⑨
監
査
役
の
設
置
が
不
要
に
な
る
」
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
設
置
に
伴
う
コ
ス
ト
を
負
担
し
な
く
て
よ
い
と
さ
れ
る
が
、
そ

の
一
方
で
会
計
参
与
を
設
置
す
る
コ
ス
ト
が
発
生
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
メ
リ
ッ
ト
と
ま
で
言
え
る
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

「
㊤
取
締
役
の
株
主
に
対
す
る
説
明
責
任
が
軽
く
な
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
株
主
か
ら
の
質
問
に
つ
い
て
会
計
参
与
も
応
じ
る
義

り
脱
乃

務
が
あ
る
こ
と
　
（
三
一
四
条
）
を
根
拠
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
た
め
に
取
締
役
の
説
明
義
務
が
法
的
に
軽
減
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

他
方
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

①
　
計
算
書
類
が
作
成
さ
れ
な
い
事
態
が
生
じ
得
る

会
計
参
与
は
、
取
締
役
等
と
「
共
同
し
て
」
計
算
関
係
書
類
を
作
成
す
る
か
ら
、
両
者
の
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
、
こ
の
事
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④　　③　　②
態
が
発
生
す
る
。

会
計
参
与
が
機
能
す
る
社
内
体
制
の
整
備
の
必
要
性

取
締
役
会
・
株
主
総
会
が
形
骸
化
し
て
い
る
会
社
で
は
会
計
参
与
の
採
用
は
困
難
と
な
る
。

会
計
参
与
に
対
す
る
報
酬

責
任
や
リ
ス
ク
を
考
慮
し
た
場
合
、
従
来
ま
で
の
顧
問
料
に
比
べ
て
コ
ス
ト
高
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

会
計
参
与
の
責
任

会
計
参
与
は
社
外
取
締
役
と
同
様
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
就
任
を
躊
躇
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
会
計
参
与
制
度
に
対
す
る
期
待
や
ニ
ー
ズ
あ
る
い
は
メ
リ
ッ
ト
等
が
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
が
、
諸
外
国
に
類
を
み
な
い

制
度
で
あ
る
だ
け
に
そ
の
運
用
を
軌
道
に
乗
る
に
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
的
な
も
の
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
き
次
に
検
討
す
る
。

四
　
会
計
参
与
の
行
動
指
針

二
〇
〇
六
年
五
月
に
会
社
法
が
施
行
さ
れ
る
の
を
踏
ま
え
て
、
会
計
参
与
制
度
に
つ
い
て
、
実
務
の
参
考
に
資
す
る
た
め
、
日
本
公
認

会
計
士
協
会
・
日
本
税
理
士
会
連
合
会
が
同
年
四
月
、
「
会
計
参
与
の
行
動
指
針
」
を
公
表
し
た
　
（
以
下
、
「
行
動
指
針
」
と
い
う
。
）
。
こ

れ
は
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
に
日
本
公
認
会
計
士
協
会
お
よ
び
日
本
税
理
士
会
連
合
会
が
中
心
と
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
「
会
計
参
与
の
行

（16）

動
指
針
に
関
す
る
検
討
委
員
会
」
に
よ
り
検
討
が
進
め
ら
れ
、
二
〇
〇
六
年
二
月
の
公
開
草
案
を
経
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
行
動
指
針
」
は
、
会
計
参
与
制
度
の
概
要
、
会
計
参
与
の
行
動
指
針
（
就
任
に
当
た
っ
て
の
行
動
指
針
、
計
算
関
係
書
類
作
成
に
当
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た
っ
て
の
行
動
指
針
（
一
般
事
項
・
個
別
事
項
）
、
会
計
参
与
報
告
に
当
た
っ
て
の
行
動
指
針
、
備
置
き
、
開
示
に
当
た
っ
て
の
行
動
指

針
）
、
参
考
（
会
計
参
与
報
告
記
載
例
、
会
計
参
与
契
約
書
、
そ
の
他
様
式
、
会
計
参
与
の
計
算
関
係
書
類
作
成
に
関
す
る
フ
ロ
ー
チ
ャ

ー
ト
、
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
確
認
一
覧
表
）
　
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
「
参
考
」
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
会
計
参
与
契
約
書
の
ひ
な
型
、
会
計
参
与
約
款
、
取
締
役
申
述
書
、
計
算
関
係
書

類
共
同
作
成
合
意
書
、
閲
覧
・
交
付
請
求
者
資
格
証
明
書
発
行
依
頼
、
閲
覧
・
交
付
請
求
者
資
格
証
明
書
、
閲
覧
請
求
書
及
び
謄
本
・
抄

本
交
付
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
記
載
例
が
記
さ
れ
て
お
り
実
務
上
の
基
準
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（17）

以
下
で
は
、
「
行
動
指
針
」
に
つ
い
て
、
そ
の
項
日
ご
と
に
、
会
計
参
与
の
行
動
指
針
に
関
す
る
検
討
委
員
会
に
よ
る
概
要
の
説
明
（
以

下
、
「
概
要
」
と
い
う
。
）
と
と
も
に
検
討
す
る
。

1
．
就
任
に
当
た
っ
て
の
行
動
指
針

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
会
社
か
ら
会
計
参
与
に
就
任
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
、
就
任
を
承
諾
す
る
際
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。①

　
税
務
顧
問
や
会
計
指
導
等
の
業
務
上
の
関
係
を
有
す
る
会
社
か
ら
の
要
請
が
あ
る
場
合
、
就
任
を
承
諾
す
る
に
先
立
っ
て
、
会
計

参
与
の
職
務
・
権
限
・
責
任
及
び
取
締
役
の
役
割
に
つ
い
て
会
社
が
十
分
に
理
解
し
て
い
る
か
を
確
か
め
、
さ
ら
に
必
要
で
あ
れ
ば

追
加
的
に
会
社
の
状
況
等
を
把
握
し
、
自
ら
が
就
任
可
能
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
。

②
　
上
記
の
関
係
が
な
い
会
社
か
ら
の
要
請
の
場
合
、
会
社
の
概
要
、
事
業
状
態
等
を
十
分
な
情
報
収
集
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
①

の
手
続
の
必
要
性
が
よ
り
一
層
必
要
と
さ
れ
る
。

③
　
定
款
に
責
任
制
限
の
定
め
が
あ
る
か
否
か
お
よ
び
そ
の
内
容
を
確
か
め
る
こ
と
。
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④
　
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
こ
と
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
な
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
（
加
え
て
、
会
計

参
与
就
任
に
よ
る
変
更
登
記
の
際
に
必
要
な
添
付
書
面
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
る
。
）

⑤
　
補
欠
会
計
参
与
を
選
任
す
る
予
定
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
。

2
．
計
算
関
係
書
類
作
成
に
当
た
っ
て
の
会
計
参
与
の
行
動
指
針
（
一
般
事
項
）

「
行
動
指
針
」
　
で
は
計
算
関
係
書
類
作
成
に
当
た
っ
て
の
行
動
指
針
と
し
て
、
一
般
事
項
と
個
別
事
項
に
分
け
て
記
載
し
て
い
る
。
一

般
事
項
の
概
略
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
職
務
遂
行
上
守
る
べ
き
基
本
姿
勢
と
い
っ
た
人
的
な
項
目

専
門
知
識
の
維
持
向
上
に
努
め
、
善
良
な
管
理
者
と
し
て
の
注
意
を
払
い
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
（
一
般
事
項
∽
）
。

②
　
会
計
参
与
の
計
算
関
係
書
類
の
共
同
作
成
遂
行
上
の
全
般
的
な
留
意
事
項

会
社
の
事
業
及
び
営
業
取
引
の
内
容
、
業
界
の
状
況
等
の
一
般
的
知
識
を
得
る
た
め
、
取
締
役
等
に
質
問
し
回
答
を
得
た
上
で
職

務
を
遂
行
す
る
こ
と
（
一
般
事
項
Ⅲ
）
。

会
計
帳
簿
等
に
誤
り
が
あ
る
場
合
、
会
計
参
与
は
取
締
役
に
当
該
会
計
帳
簿
等
を
訂
正
す
る
よ
う
要
請
し
、
是
正
さ
れ
た
こ
と
を
確
か

め
、
是
正
さ
れ
た
旨
の
回
答
書
等
を
得
る
こ
と
が
望
ま
し
い
（
一
般
事
項
㈲
）
。

へ

1

8

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

1

9

）

会
計
参
与
の
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
会
計
参
与
は
辞
任
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
（
一
般
事
項
㈲
）
。

③
　
全
体
的
な
ス
キ
ー
ム

ま
た
一
般
事
項
で
は
、
そ
の
畑
に
お
い
て
、
「
会
計
参
与
は
、
仕
訳
帳
、
総
勘
定
元
帳
、
補
助
簿
及
び
そ
の
他
の
基
礎
資
料
（
以
下

「
会
計
帳
簿
等
」
と
い
う
。
）
を
基
に
計
算
関
係
書
類
を
作
成
す
る
際
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
、
例
え
ば
中
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小
企
業
に
あ
っ
て
は
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
　
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
か
取
締
役
等
に
質
問
し
又
は
会
計
帳
簿
等
を

閲
覧
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
取
締
役
等
に
質
問
し
又
は
会
計
帳
簿
等
を
閲
覧
す
る
」
と
い
う
の
は
、
会
計
参
与
に
は
帳
簿
作

成
の
義
務
は
な
い
が
、
計
算
関
係
書
類
の
作
成
義
務
が
あ
り
、
取
締
役
に
は
帳
簿
を
作
成
す
る
と
い
う
義
務
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
会

計
参
与
は
会
社
の
内
容
に
つ
い
て
取
締
役
等
に
質
問
し
、
理
解
し
、
取
締
役
等
が
作
成
し
た
基
礎
資
料
を
閲
覧
し
て
そ
の
内
容
の
妥
当
性

を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
帳
簿
残
高
と
計
算
関
係
書
類
金
額
と
の
整
合
性
を
確
か
め
る
と
い
う
基
本
的
な
留
意
事
項
を
こ
こ
で
示
し
て
い
る
も
の

（20）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

④
　
そ
の
他
の
一
般
事
項

一
般
事
項
の
㈱
に
お
い
て
、
計
算
関
係
書
類
の
作
成
後
に
取
締
役
と
共
同
作
成
し
た
旨
及
び
作
成
日
を
記
載
し
た
合
意
書
（
計
算
関
係

書
類
共
同
作
成
合
意
書
）
を
得
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
計
算
関
係
書
類
共
同
作
成
合
意
書
」
は
法
令
の
規
定
に
は
な
い
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
会
計
参
与
報
告
で
は
、
日
付
に
つ
い
て
の
規
定
が
法
令
上
手
当
て
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
会
計
参
与
報
告
の
作
成
日
を
両

（21）

者
合
意
の
下
で
計
算
関
係
書
類
を
作
成
し
た
日
付
に
よ
り
確
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
会
計
参
与
は
任
務
を
怠
ら
ず
、
注
意
も
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
上
、
入
手
し
た
資
料
な
ら
び
に
回
答
書
等
を
適

切
に
保
存
す
る
こ
と
（
一
般
事
項
㈲
）
や
、
補
助
者
を
用
い
た
場
合
の
指
示
・
監
督
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
も
示
し
て
い
る
（
一
般
事
項

㈱）。3
．
計
算
関
係
書
類
作
成
に
当
た
っ
て
の
会
計
参
与
の
行
動
指
針
（
個
別
事
項
）

個
別
事
項
で
は
、
会
計
参
与
が
計
算
関
係
書
類
の
作
成
に
当
た
っ
て
留
意
す
る
個
別
的
事
項
に
つ
い
て
、
勘
定
科
目
毎
に
説
明
し
て
い

（22）

る
。
こ
こ
で
は
勘
定
科
目
ご
と
に
実
施
す
べ
き
事
項
を
形
成
す
る
に
当
た
り
、
取
締
役
等
に
質
問
し
、
回
答
を
得
、
回
答
内
容
を
閲
覧
し
、
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そ
こ
に
異
常
性
が
な
け
れ
ば
計
算
関
係
書
類
の
勘
定
科
目
の
残
高
が
、
総
勘
定
元
帳
残
高
お
よ
び
各
補
助
簿
の
残
高
と
一
致
す
る
こ
と
を

確
か
め
る
と
い
う
手
続
が
示
さ
れ
て
い
る
（
個
別
事
項
物
－
聞
）
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
得
た
結
果
に
異
常
性
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
専
門
的
識
見
を
活
用
し
て
調
査
し
、
異
常

性
の
存
在
の
合
理
性
に
つ
い
て
確
か
め
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
（
個
別
事
項
の
）
。

さ
ら
に
、
個
別
事
項
の
㈲
で
は
、
取
締
役
等
か
ら
の
報
告
を
受
け
た
事
項
や
取
締
役
等
が
提
供
し
た
計
算
関
係
書
類
作
成
の
基
礎
と
な

る
資
料
な
ど
は
真
実
の
も
の
で
、
事
実
と
異
な
ら
な
い
旨
の
書
面
　
（
取
締
役
申
述
書
）
　
を
取
締
役
か
ら
入
手
す
る
こ
と
は
、
取
締
役
と
の

関
係
を
明
確
に
す
る
意
味
で
有
用
で
あ
る
と
す
る
。
公
認
会
計
士
監
査
の
実
務
で
は
、
経
営
者
が
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
責
値
を
有
し
、

監
査
人
が
監
査
意
見
表
明
の
責
任
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
「
経
営
者
確
認
書
」
を
経
営
者
と
取
り
交
わ
す
こ
と
と
な
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
り
、
独
立
し
た
外
部
の
第
三
者
と
し
て
の
公
認
会
計
士
監
査
と
は
異
な
り
、
会
計
参
与
は
、
会
社
の
内
部
の
機
関
、
組
織
で

あ
り
、
取
締
役
と
同
じ
役
員
で
あ
る
が
、
一
定
の
社
外
性
を
有
し
た
機
能
で
あ
る
た
め
、
取
締
役
が
計
算
書
類
の
基
礎
的
資
料
の
作
成
責

（23）

任
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
「
取
締
役
申
述
書
」
と
い
う
書
類
を
取
り
交
わ
す
こ
と
と
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

4
．
会
計
参
与
報
告
作
成
に
当
た
っ
て
の
行
動
指
針

会
計
参
与
は
、
取
締
役
と
共
同
し
て
計
算
関
係
書
類
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
、
株
主
お
よ
び
債
権
者
に
対
す
る
情
報
提
供
を
目
的
と

す
る
会
計
参
与
報
告
を
作
成
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
　
（
会
社
法
三
七
四
条
一
項
後
段
、
会
社
法
施
行
規
則
一
〇
二
条
）
。
た

だ
し
、
共
同
し
て
計
算
関
係
書
類
を
作
成
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
会
計
参
与
報
告
を
作
成
で
き
な
い
こ
と
、
作
成
さ
れ
た
会
計
参
与
報

告
は
株
主
総
会
等
へ
の
提
出
義
務
が
な
く
、
備
置
き
場
所
に
て
閲
覧
・
交
付
の
請
求
の
あ
っ
た
日
現
在
の
株
主
及
び
債
権
者
に
対
し
て
開

示
を
認
め
る
資
料
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
旨
を
「
行
動
指
針
」
　
で
は
述
べ
て
い
る
。
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5
．
備
置
き
、
開
示
に
当
た
っ
て
の
行
動
指
針

川
　
計
算
関
係
書
類
及
び
会
計
参
与
報
告
の
備
え
置
き

会
計
参
与
は
、
各
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
、
附
属
明
細
書
、
会
計
参
与
報
告
を
定
時
株
主
総
会
の
日
の
一
週
間
（
取
締
役
会
設
置

会
社
で
は
二
週
間
）
前
の
日
（
開
催
省
略
（
三
一
九
条
一
項
）
　
の
場
合
に
は
、
提
案
が
あ
っ
た
日
）
か
ら
五
年
間
備
え
置
き
、
ま
た
、
臨

時
計
算
書
類
お
よ
び
臨
時
計
算
書
類
に
係
る
会
計
参
与
報
告
は
、
臨
時
計
算
書
類
を
作
成
し
た
日
か
ら
五
年
間
、
そ
れ
ぞ
れ
会
計
参
与
が

定
め
た
場
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
（
三
七
八
条
一
項
、
会
社
法
施
行
規
則
一
〇
三
条
）
。
「
行
動
指
針
」
で
は
こ
の
点
に
つ
い

て
確
認
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
（
5
．
m
①
②
）
、
こ
れ
に
加
え
て
、
会
計
参
与
を
解
任
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
会
計
参
与
を
解
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
五
年
を
経
過
す
る
前
で
あ
っ
て
も
直
ち
に
備
え
置
き
、
開
示
義
務
を
負
わ
な
く
な
る

こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
会
計
参
与
が
任
期
満
了
ま
た
は
辞
任
し
た
場
合
は
、
新
た
に
他
の
会
計
参
与
ま
た
は
一
時
会
計
参
与

が
就
任
す
る
ま
で
は
備
え
置
き
、
開
示
義
務
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
と
す
る
。
な
お
、
係
争
事
件
に
備
え
る
意
味
で
一
〇
年
間
は
保

存
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
（
5
．
m
③
）
。

佃
　
計
算
関
係
書
類
及
び
会
計
参
与
報
告
の
株
主
及
び
債
権
者
へ
の
開
示

こ
こ
で
は
会
計
参
与
が
計
算
関
係
書
類
及
び
会
計
参
与
報
告
を
株
主
及
び
会
社
債
権
者
に
開
示
す
る
際
の
手
続
に
つ
い
て
、
株
主
や
債

権
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
の
方
法
等
に
つ
き
具
体
的
に
規
定
し
、
こ
れ
ら
を
会
計
参
与
契
約
に
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
。
こ
れ

は
、
計
算
関
係
書
類
お
よ
び
会
計
参
与
報
告
の
開
示
に
当
た
り
、
会
計
参
与
は
、
①
株
主
お
よ
び
債
権
者
以
外
の
者
の
閲
覧
・
交
付
請
求

に
応
じ
た
結
果
、
会
社
か
ら
守
秘
義
務
違
反
を
問
わ
れ
る
と
い
っ
た
リ
ス
ク
と
、
②
会
計
参
与
に
対
し
て
直
接
閲
覧
・
交
付
の
請
求
が
あ

り
、
会
計
参
与
は
株
主
ま
た
は
債
権
者
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
た
め
に
閲
覧
・
交
付
の
請
求
を
断
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
正
当
な
閲
覧
・
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（24）

交
付
請
求
者
か
ら
権
利
侵
害
を
問
わ
れ
る
と
い
っ
た
二
つ
の
相
反
す
る
リ
ス
ク
を
負
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
「
行
動
指
針
」
で
は
、
株
主
や
債
権
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
の
書
面
と
し
て

会
社
に
「
閲
覧
・
交
付
請
求
者
資
格
証
明
書
」
を
発
行
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
提
示
し
た
者
を
資
格
者
と
し
て
扱
う
こ
と
を
原
則
と
す
る

（
5
．
個
①
）
。
会
社
と
会
計
参
与
と
の
契
約
で
定
め
た
〓
疋
期
間
内
に
当
該
証
明
書
を
会
社
が
発
行
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
等
に
は
、
会

計
参
与
の
判
断
に
よ
り
閲
覧
請
求
に
応
ず
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
備
え
て
会
社
に
予
め
了
解
を
得
て
お
く
こ
と
等
が

必
要
で
あ
る
と
す
る
（
5
．
∽
②
）
。

さ
ら
に
、
会
計
参
与
は
、
計
算
関
係
書
類
及
び
会
計
参
与
報
告
の
閲
覧
・
交
付
の
請
求
時
に
質
問
を
受
け
て
も
説
明
義
務
が
な
い
点
に

留
意
す
る
と
し
て
い
る
（
5
．
∽
④
）
。

「
指
針
」
は
、
計
算
書
類
作
成
の
判
断
基
準
と
し
て
の
会
計
上
の
解
釈
指
針
で
あ
り
、
「
行
動
指
針
」
は
、
会
計
参
与
が
「
指
針
」
を

（25）

用
い
て
職
務
を
運
行
す
る
上
で
参
考
に
す
る
指
針
と
整
理
さ
れ
、
表
裏
一
体
の
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

五
　
お
わ
り
に
ー
今
後
の
検
討
課
題

「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
と
「
会
計
参
与
の
行
動
指
針
」
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
で
、
会
計
参
与
の
制
度
が
現
実
に
動
き
出

し
た
と
い
え
る
。
こ
れ
か
ら
問
題
点
等
が
実
務
上
生
じ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
制
度
が
当
初
の
目
的
に
沿
っ
て
発
展
す
る
こ
と
を

期
待
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
現
時
点
で
の
論
点
や
問
題
点
等
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
検
討
課
題
の
い
く
つ
か
を
提
示
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。
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1
．
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
　
の
位
置
づ
け

「
指
針
」
に
お
い
て
は
、
「
取
引
の
経
済
実
態
が
同
じ
な
ら
会
計
処
理
も
同
じ
に
な
る
よ
う
、
企
業
の
規
模
に
関
係
な
く
会
計
基
準
が

適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
シ
ン
グ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
建
前
と
し
て
い
る
。
「
基
準
」
と
呼
ば
ず
に
「
指
針
」
と

（26）

呼
ん
で
い
る
の
も
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
「
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣

行
」
　
（
会
社
法
四
三
一
条
）
　
は
、
同
じ
株
式
会
社
で
あ
っ
て
も
、
規
模
、
業
種
、
株
主
構
成
な
ど
が
異
な
れ
ば
、
複
数
同
時
に
存
在
し
う

る
と
す
る
会
社
法
の
立
法
担
当
者
の
見
解
を
指
摘
し
て
、
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
反
対
論
が
強
く
主

］
確
凸

張
さ
れ
て
い
る
。

「
指
針
」
が
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
考
え
る
場
合
に
は
、
会
社
法
四
三
一
条
に
い
う
「
一
般
に
公
正
安
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計

の
慣
行
」
　
に
該
当
す
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
論
理
的
に
自
然
で
あ
る
。
他
方
、
シ
ン
グ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
考
え
る
論
者
か
ら
も
、

「
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
」
　
に
つ
い
て
は
複
数
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
、
指
針
も
そ
の
一
つ
に
該
当
す
る
と

U現れ

す
る
。ま

た
、
「
行
動
指
針
」
の
一
般
事
項
畑
で
は
、
「
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
、
例
え
ば
中
小
企
業
に
あ
っ
て
は

「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
」
と
あ
り
、
「
指
針
」
が
「
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
」
に
該
当
す
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ン
グ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
か
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
か
と
い
う
論
点
は
さ
て
お
き
、
指
針
が

「
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
」
に
該
当
す
る
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

2
．
会
計
参
与
の
行
動
指
針
に
つ
い
て

会
計
参
与
の
設
置
に
よ
っ
て
計
算
関
係
書
類
の
信
頼
性
が
向
上
す
る
と
は
言
わ
れ
て
い
る
が
、
会
計
参
与
が
作
成
し
た
計
算
関
係
書
類
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に
ど
の
程
度
の
信
頼
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
こ
の
制
度
の
発
展
を
左
右
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
論
で
は
あ
る
が
、
会
計
処
理
に
つ
い
て
何
ら
か
の
ア
ド
バ
イ
ス
等
を
公
認
会
計
士
や
税
理
士
等
が
行
う
場
合
、
そ
れ
は
専
門
家

と
し
て
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
当
然
に
信
頼
性
あ
る
処
理
が
な
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
会
計
参
与
と
い
う
専
門
家
が
関
与
す
る
こ

と
で
は
じ
め
て
信
頼
性
が
確
保
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
ど
う
も
理
解
し
に
く
い
。
例
え
ば
、
従
来
ま
で
の
顧
問
税
理
士
が
ア
ド
バ
イ
ス
を

し
た
会
計
処
理
よ
り
も
、
当
該
顧
問
税
理
士
が
会
計
参
与
と
し
て
作
成
し
た
計
算
関
係
書
類
の
方
が
信
頼
性
が
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
な
の

だ
ろ
う
か
。
や
は
り
会
計
参
与
の
存
在
意
義
を
明
確
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
各
論
的
な
疑
問
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

①
　
「
概
要
」
で
は
、
「
会
計
参
与
に
は
帳
簿
作
成
の
義
務
は
な
い
が
、
計
算
書
類
の
作
成
義
務
が
あ
り
、
取
締
役
に
は
帳
簿
を
作
成

す
る
と
い
う
義
務
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
会
計
参
与
は
会
社
の
内
容
に
つ
い
て
取
締
役
等
に
質
問
し
、
理
解
し
、
取
締
役
等
が
作

（30）

成
し
た
基
礎
資
料
を
閲
覧
し
て
そ
の
内
容
の
妥
当
性
を
チ
エ
㌢
ク
し
、
帳
符
残
高
と
計
算
書
類
金
額
と
の
整
合
性
を
確
か
め
る
」
と

す
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
明
確
に
役
割
分
担
を
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
共
同
し
て
作
成
す
る
」
　
の

は
計
算
関
係
書
類
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
手
続
は
も
っ
ぱ
ら
取
締
役
等
が
行
う
と
い
う
解
釈
が
妥
当
な
の
か
疑
問
で
あ
る
。
ま
た

こ
れ
に
関
連
し
て
、
「
行
動
指
針
」
　
で
は
、
取
締
役
が
計
算
書
類
の
基
礎
的
資
料
の
作
成
責
任
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

「
取
締
役
申
述
書
」
を
取
り
交
わ
す
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
得
た
か
ら
と
い
っ
て
会
計
参
与
の
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
わ
け
で

は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
こ
と
を
「
行
動
指
針
」
に
も
明
記
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

②
　
株
主
や
債
権
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
の
書
面
と
し
て
会
社
に
「
閲
覧
・
交
付
請
求
者
資

格
証
明
書
」
を
発
行
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
提
示
し
た
者
を
資
格
者
と
し
て
扱
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
計
算
関
係

書
類
を
会
社
に
対
し
て
閲
覧
請
求
を
す
る
際
に
、
実
際
上
会
社
に
何
ら
の
憶
測
も
与
え
ず
に
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
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め
、
会
社
以
外
の
第
三
者
で
あ
る
会
計
参
与
に
対
し
て
も
閲
覧
請
求
で
き
る
と
す
る
こ
と
は
、
閲
覧
請
求
す
る
側
に
と
っ
て
は
か
か

る
余
計
な
憶
測
等
を
生
む
こ
と
な
く
行
え
る
点
で
優
れ
た
制
度
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
閲
覧
・
交
付
請
求
者
資
格

証
明
書
」
を
会
社
に
発
行
し
て
も
ら
う
こ
と
は
、
会
社
に
対
し
て
閲
覧
請
求
す
る
こ
と
と
か
わ
り
が
な
く
、
そ
の
実
益
が
減
殺
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
務
か
ら
の
論
点
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
あ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
1
）
　
中
小
企
業
に
よ
る
計
算
書
類
の
公
告
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
計
算
書
類
の
公
告
義
務
と
中
小
企
業
の
会
計
」
広
島
法
学
二
八
巻

一
号
一
〇
五
頁
以
下
　
（
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
2
）
　
中
小
企
業
の
会
計
を
め
ぐ
る
各
界
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
起
業
と
会
社
法
制
」
高
橋
弘
他
編
『
現
代
民
事
改
革
の
動
向

Ⅱ
』
一
六
七
－
一
六
八
頁
（
二
〇
〇
五
年
、
成
文
堂
）
参
照
。

（
3
）
　
詳
細
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
武
田
隆
二
編
『
中
小
会
社
の
会
計
指
針
』
一
－
二
一
頁
（
二
〇
〇
六
年
、
中
央
経
済
社
）
参
照
。

（
4
）
　
経
済
産
業
省
「
ニ
ュ
ー
ス
リ
リ
ー
ス
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
の
改
正
に
つ
い
て
」
（
二
〇
〇
六
年
四
月
二
八
日
付
）
。

同
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
（
h
者
‥
ミ
雪
男
く
．
m
e
t
i
．
g
O
を
＼
p
r
e
s
s
＼
N
0
0
g
畠
∞
0
0
∞
＼
s
h
i
s
h
i
ロ
・
S
e
t
．
p
d
菩

（
5
）
　
会
計
参
与
の
行
動
指
針
に
関
す
る
検
討
委
員
会
「
「
会
計
参
与
の
行
動
指
針
」
　
の
概
要
」
商
事
法
務
一
七
六
七
号
二
七
頁
（
二
〇

〇
六
年
）
。

（
6
）
　
二
〇
〇
六
年
八
月
二
四
日
付
日
本
経
済
新
聞
朝
刊
一
六
両
。

（
7
）
　
も
っ
と
も
、
こ
の
三
〇
〇
社
を
多
い
と
見
る
か
少
な
い
と
見
る
か
に
よ
っ
て
、
会
計
参
与
の
普
及
が
進
ん
で
い
る
と
み
る
か
進
ん

で
い
な
い
と
み
る
か
に
分
か
れ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
会
計
参
与
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
「
会
計
参
与
の
身
分
証

明
の
発
行
件
数
が
八
〇
〇
件
を
突
破
」
　
（
『
税
理
士
新
聞
」
　
二
〇
〇
七
年
四
月
一
五
日
（
一
一
九
三
号
）
）
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
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で
は
制
度
が
着
実
に
動
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
　
（
h
尋
‥
ミ
≦
コ
く
．
k
a
粁
e
i
・
S
P
ロ
y
O
．
C
O
m
＼
c
e
n
t
e
亡
）
r
e
S
S
O
N
．
h
且
。

項
目
分
け
に
つ
い
て
は
、
相
沢
哲
他
編
『
論
点
解
説
　
新
会
社
法
』
三
八
三
頁
（
二
〇
〇
六
年
、
商
事
法
務
）
　
に
拠
っ
た
。

鳥
毛
拓
馬
「
中
小
企
業
に
お
け
る
会
計
参
与
制
度
の
導
入
と
活
用
」
税
経
通
信
六
一
巻
一
一
号
七
八
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
　
以
下

を
参
照
し
て
分
類
し
た
。

前
掲
七
九
－
八
一
頁
。

会
計
参
与
設
置
会
社
を
対
象
と
し
た
融
資
商
品
を
取
り
扱
っ
て
い
る
金
融
機
関
と
し
て
、
中
央
三
井
信
託
銀
行
、
新
銀
行
東
京

東
京
都
産
業
労
働
局
、
埼
玉
り
そ
な
銀
行
、
北
洋
銀
行
、
北
陸
銀
行
、
富
山
銀
行
、
山
陰
合
同
銀
行
、
伊
予
銀
行
、
愛
媛
銀
行
、

愛
媛
信
用
金
庫
、
東
予
信
用
金
庫
、
川
之
江
信
用
金
庫
、
宇
和
島
信
用
金
庫
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
H
本
税
理
士
会
連
合
会
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
　
（
h
雇
‥
ミ
宅
宅
声
n
i
c
h
i
z
e
i
r
e
n
b
r
L
p
＼
t
a
x
p
a
y
e
r
＼
k
a
i
k
e
i
s
a
n
y
O
．
h
t
m
c
参
照
。

リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
二
）
一
七
一
－
一
七
五
頁
参
照
。

鳥
毛
・
前
掲
注
（
九
）
　
七
九
頁
。

前
掲
八
一
頁
。

前
掲
。

会
計
参
与
の
行
動
指
針
に
関
す
る
検
討
委
員
会
・
前
掲
注
（
五
）
　
二
七
頁
。

前
掲
。

こ
こ
で
は
、
取
締
役
が
、
計
算
関
係
書
類
の
作
成
に
必
要
な
資
料
の
追
加
提
供
を
拒
否
す
る
場
合
、
ま
た
は
会
計
参
与
の
訂
正

の
要
望
に
対
し
て
取
締
役
が
適
切
な
訂
正
を
行
わ
な
い
場
合
、
結
果
と
し
て
共
同
し
て
計
算
関
係
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
会
計
参
与
報
告
も
作
成
で
き
な
い
と
す
る
（
一
般
事
項
㈲
）
。
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（
1
9
）
　
さ
ら
に
、
検
討
の
結
果
、
会
計
参
与
を
辞
任
し
な
い
場
合
に
は
、
会
計
参
与
は
株
主
総
会
に
出
席
し
、
取
締
役
と
意
見
を
異
に

し
た
事
項
な
ど
の
意
見
を
述
べ
、
ま
た
会
計
参
与
を
辞
任
し
た
場
合
は
、
辞
任
後
最
初
に
招
集
さ
れ
る
株
主
総
会
に
出
席
し
、
辞

任
の
理
由
を
述
べ
る
こ
と
が
望
ま
し
．
い
と
す
る
（
一
般
事
項
㈲
）
。

（
2
0
）
　
会
計
参
与
の
行
動
指
針
に
関
す
る
検
討
委
員
会
・
前
掲
注
（
五
）
三
〇
頁
。

（
2
1
）
　
前
掲
三
〇
－
三
一
頁
。
な
お
こ
こ
で
は
、
こ
の
合
意
日
は
、
当
該
日
付
以
降
の
変
更
、
つ
ま
り
は
後
発
事
象
等
の
処
理
に
影
響

す
る
た
め
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

（
2
2
）
　
前
掲
三
一
頁
で
は
「
取
締
役
お
よ
び
使
用
人
」
と
す
る
。

（
（
l
鬱
　
前
掲
。

（
2
4
）
　
前
掲
三
二
頁
。

（
2
5
）
　
前
掲
三
三
頁
。

（
型
　
安
藤
英
義
「
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
を
め
ぐ
っ
て
」
企
業
会
計
五
七
巻
二
号
九
八
頁
（
二
〇
〇
五
年
）
。

（
2
7
）
　
武
訂
・
前
掲
注
（
三
）
二
〇
－
二
一
頁
。
な
お
、
立
法
担
当
官
の
見
解
は
、
相
澤
哲
・
岩
崎
友
彦
「
株
式
会
社
の
計
算
等
」
商

事
法
務
一
七
四
六
号
二
六
－
二
七
頁
（
二
〇
〇
五
年
）
　
に
よ
る
。

安
藤
・
前
掲
注
（
二
六
）
九
九
頁
。

こ
の
点
に
関
し
、
太
田
達
也
「
会
計
参
与
制
度
を
活
用
し
た
会
社
の
機
関
設
計
」
税
経
通
信
六
一
巻
一
二
号
七
三
頁
（
二
〇
〇

六
年
）
　
で
は
、
「
会
計
監
査
の
よ
う
に
、
一
般
に
公
正
安
当
と
認
め
ら
れ
る
監
査
基
準
に
準
拠
し
て
監
査
を
実
施
し
、
会
計
基
準
に

準
拠
し
て
い
な
い
場
合
に
不
適
正
意
見
を
出
す
と
い
う
形
で
準
強
制
力
が
あ
る
世
界
と
異
な
り
、
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指

針
に
従
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
そ
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
会
社
と
会
計
参
与
が
ど
こ
に
妥
協
点
を
兄
い
だ
す
の
か
、
ま
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（

嬰

た
、
銀
行
が
そ
も
そ
も
ど
こ
ま
で
信
用
す
る
の
か
、
不
透
明
な
部
分
が
つ
き
ま
と
う
印
象
は
免
れ
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、

稲
葉
威
雄
F
会
社
法
の
基
本
を
問
う
し
一
五
八
頁
（
二
〇
〇
六
年
、
中
央
経
済
社
）
　
に
お
い
て
は
、
会
計
参
与
の
制
度
の
発
展
の

た
め
に
は
、
「
会
計
参
与
の
作
成
し
た
計
算
書
類
が
信
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
計
算
書
類
が
そ
れ
な
り
の
信
用
を
も
つ

も
の
と
し
て
取
引
社
会
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
」
　
の
双
方
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

会
計
参
与
の
行
動
指
針
に
関
す
る
検
討
委
員
会
・
前
掲
注
（
五
）
三
〇
頁
。

本
稿
は
、
平
成
〓
バ
ー
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
の
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




